
平成２９年度 第７回 佐治地域振興会議 
日 時:平成３０年３月２３日（金）１５：００～ 
場 所:佐治町総合支所２階第１会議室      

 

―  次  第  ― 

 
１．開  会 
 
２．あいさつ     
 
３．協議・報告事項 
（１）星空保全地域・星空保全照明基準について 
 
 
 
（２）定期人事異動（佐治町総合支所関係）について 
 
 
 
（３）その他 
  ・ 施設の指定管理について 
  ・ 庁舎耐震化の日程について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４. 閉  会 
  



佐治地域振興会議委員名簿 
(任期：平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日） 

 
  氏  名 区分 備  考 

会長 継 上田 喜清 １号 佐治町自治連合会会長 

副会長 継 杉本 淑子 ３号 公募 

 新 福安 修 １号 佐治町まちづくり協議会副会長 

 継 栗谷 幹雄 ２号 JA鳥取いなば佐治支店果実部長 

 継 岡村 裕司 ２号 因州和紙同業会会員 

 新 小林 穂奈美 ２号 佐治町青年団員 

 新 上田 ゆかり ２号 佐治町連合婦人会役員 

 新 西尾 寛茂 ２号 佐治町支部老人クラブ会長 

 新 竹内 むつ子 ２号 小規模多機能居宅事業運営委員 

 新 岸田 みち代 ２号 千代南中学校保護者会会員 

 新 阿久津 奈穂子 ３号 公募 

 継 福安 道則 ３号 公募 

 
＊ 選出区分 
 １号委員 自治会、まちづくり協議会等の役員の職にある人 
 ２号委員 学識経験を有する人 
 ３号委員 公募により選任された人 

 

佐 治 町 総 合 支 所 

支所長 西尾 彰仁 

副支所長兼地域振興課長 竹本 康宏 

産業建設課長 川西 仁志 

市民福祉課長 徳永    努 

地域振興課課長補佐 青木 正弘 

 





鳥取市佐治町地域の星空保全照明基準の設定について 

 
 
１ 星空保全照明基準の設定方法とその作業の流れ 
「星空保全照明基準」とは、鳥取県星空保全条例（以下「条例」とする）第11条第1項の規定により、星空保
全地域の指定に当たって知事が定める、当該地域の星空環境を保全するために必要な照明器具の設置及び使用に
関する基準であり、条例第11条第2項、3項の規定に従って、以下のとおり定める。 

 
① 星空保全照明基準のうち、屋外照明器具、建築物等を照射する照明器具、広告物照明器具について、照明器
具の設置位置や照射方向、及び輝度に関する事項（条例第11条第2号1号、以下「基本事項・基準」）を、
施行規則第７条で定める基準等に従って定めることとなっている。 
◆施行規則第７条で示す基準では、上方光束比、輝度等の基準値を定める際には、「環境省が定める光害の対策
に係る指針その他の技術的な指針（以下「ガイドライン」という）」を参酌して当該地域における星空環境を阻
害しないと認められるようにする」とされている。 
⇒星空保全照明基準の「基本事項・基準」の項目や基準値、規定の設定の根拠となる基準は、「光害対策ガイド
ライン（環境省、2006）」で示されている「照明環境類型」毎に設定された基準等を基本に設定する。 

② 加えて、星空保全地域として指定される地域毎に、当該地域の星空環境の保全のために特に配慮を要する事
項（条例第11条第2項2号）とされる「追加事項・基準」を、地域の状況や意向を踏まえて、関係市町村と
協議の上定める。 

③ ①、②を合わせて星空保全地域毎の「星空保全照明基準」とする。 
④ 条例第11条第4項の規定に従い、定めようとする「星空保全照明基準（案）」について、関係市町村長及び
鳥取県景観審議会の意見を聴く。 

⑤ ④の後、条例第11条第5項の規定に従い、星空保全照明基準（案）を公告縦覧（２週間）する。 
⑥ ⑤の後、条例第11条第7項の規定に従って告示し、当該告示をもって効力を生じる。 
 
 
２ 鳥取市佐治町地域の星空保全照明基準について 
① 佐治町地域は、鳥取市や佐治地域の意向を踏まえ、全域を星空保全地域に指定する。 
② 佐治町地域の居住地域の環境を踏まえて判断することとし、当該居住地域の環境は村落部や里地に該当し、
「光害対策ガイドライン（環境省、2006）」の照明環境Ⅱに該当すると考えられることから、条例第11条第
2項1号の「照明器具の設置の位置、照射の方向、及び輝度に関する事項（→基本事項・基準）」に関する上
方光束比や輝度等の基準値について、同ガイドラインの「照明環境Ⅱ」の地域に適用される基準値を基に設
定する（下表参照）。 

③ 佐治地域の星空保全照明基準に、条例第11条第2項2号の「「追加事項・基準」を定める意向は無く、佐治
町地域の星空保全照明基準には、条例第11条第2項1号の「基本事項・基準」のみ定める。 

  



表「光害対策ガイドライン（環境省、2006）」等で規定されている、地域特性による照明環境類型 

 
（参考）ＣＩＥ（国際照明委員会） 

○ 光と照明の分野での科学・技術及び工芸に関するあらゆる事項について、国際的討議を行い、標準と測定の手法
を開発し、国際規格及び各国の工業規格の作成に指針を与え、標準・報告書等を出版するとともに、他の国際団
体との連携、交流を図ることを目的とした組織。 
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